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ジブロモ酢酸 

 

１．物質特定情報 

名称 ジブロモ酢酸 

CAS No. 631-64-1 

分子式 CH2Br2COOH 

分子量 217.84 

備考  

（WHO第３版ドラフト） 

２．物理化学的性状 

名称 ジブロモ酢酸 

物理的性状 潮解性の結晶 

沸点（℃） ２１８ 

融点（℃） ４９ 

水溶解度 非常に溶けやすい 

水オクタノール分配係数（log Pow） 1.22（実験値） 

（WHO第３版ドラフト） 

３．主たる用途・使用実績 

ジブロモ酢酸などのハロゲン化酢酸類は、水道原水中の有機物質や臭素及び消毒剤（塩素）

とが反応し生成される消毒副生成物質の一つである。 

 

４．現行規制等 

水質基準値（mg/l） なし 

監視項目指針値（mg/l） なし 

その他基準（mg/l） 薬品基準×、資機材基準×、給水装置基準× 

他法令の規制値等 

環境基準値（mg/l） なし 

要監視項目（mg/l） なし 

諸外国等の水質基準値又はガイドライン値 

WHO（mg/l） なし 

EU（mg/l） なし 

USEPA（mg/l） （ハロ酢酸類５種の和として）0.06 
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５．水道水（原水・浄水）での検出状況等 

○平成１２年度厚生科学研究費補助金（生活安全総合研究事業）「水道における化学物質の毒性、挙

動及び低減化に関する研究」によれば、９水道事業者の平成１０～１１年度におけるハロ酢酸類９物

質の検出状況は下表のとおりである。 

0.05 ㎎/を１００％としたとき、 

定量超 10%超過 20%超過 30%超過 40%超過 50%超過 60%超過 80%超過浄水 
測 定 

地点数 
定量下

限以下 10%以下 20%以下 30%以下 40%以下 50%以下 60%以下 80%以下 100%以下

モノクロロ酢酸 ３８０ ３６５ １５        

ジクロロ酢酸 ５２９ ４３ ２５６ １７６ ４９ ５     

トリクロロ酢酸 ５２８ ８６ ２１２ １６８ ４０ １８ ３ １ １  

ブロモ酢酸 ２６４ ２６０ ４        

ジブロモ酢酸 ２６４ １０６ １５８        

（以上 HAA5 合計） ２６４ ７ ８７ １２６ ３４ ９ １ 

トリブロモ酢酸 １１６ １１６         

ブロモクロロ酢酸 ３３１ ９２ ２２４ １５       

ブロモジクロロ酢酸 １１６ ６２ ５４        

ジブロモクロロ酢酸 １１６ ６５ ３９ １１ １      

 ※空欄は０である。 

 

６．測定手法 

溶媒抽出 GC-MS法又は溶媒抽出 GC法（ECD）により測定できる。定量下限値（CV20%）は、

どちらも１μg/Lである。 

 

７．毒性評価 

ジブロモ酢酸は、サルモネラを用いた変異原性試験で陽性を示す他、SOS 染色体試験で

DNA傷害を示すが、小核試験では陰性の結果であった(NTP, 2000；Giller et al., 1997；Saito 

et al., 1995)。 

雄ラットに 0、2、10、50mg/kg/dayの投与量で最大 79日間投与し、その間の生殖能力を

調べた試験において、交尾率や着床率、胎児の重量等に対する影響は認められなかったが、

10mg/kg 以上の群の精細管で精子の成熟過程に影響を与えているという病理学的所見が認め

られた。NOAELは 2mg/kg/dayであると考えられた。 

亜慢性以上の一般毒性試験および発がん性試験は行われていない。 
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８．処理技術 

前駆物質は、通常の浄水方法のうち、凝集沈殿、ろ過による除去性がある。また、活性炭

による除去性がある。 

生成物自体は、活性炭による除去性がある。 

 

９．水質基準値（案） 

（１）評価値 

WHO(2000)は 79 日間のオスの生殖毒性試験（Linder ら 1995,1997）で 10mg/kg/day

以上で認められた精子細胞の成熟ステージの変化を根拠に求めた NOAEL：2mg/kg/dayに

基づいて、UF:100（種間および個体差にそれぞれ 10）を適用して TDI：20μg/kg/day を

設定した。(消毒副生成物であることより TDIの飲料水への寄与率 20%とし、50kgの体重

のヒトが1日２Lの飲料水を摂取すると仮定すると、ジブロモ酢酸の暫定評価値は0.1 mg/L

と求められる。）しかし、Linder らの試験では、雄ラットの生殖毒性エンドポイントしか

調べられていない。亜慢性以上の一般毒性試験が報告されていないことから、現時点での

毒性情報を基にジブロモ酢酸の基準値を設定することは不適切であると考えられる。 

 

（２）項目の位置づけ 

現時点では評価値を設定できないことから、要検討項目として今後新たな知見が収集さ

れた段階で検討するのが適当である。予防的見地から、ハロ酢酸類の低減化対策を進める

ことが望ましい。 
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